
8年 〃 〃 〃 浜313 平原乙字拂畠 1287-35 040 114 保安林 スギ 52 2020.11

108 保安林 スギ 50 2020.11 8年 〃 〃 〃 浜3

11 平原乙字拂畠 1287-24 040 107 保安林 スギ 44 2020.11
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1 鳥巣字スクノモト

鳥巣字水頭
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鳥巣字南
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鳥巣字宇土川
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スギ 40 2020.11

049 山林

保安林

0.30531-2 049 0579

402 049 025 0.20 スギ

395-1 049 020
スギその
他広葉

530 049 055 ヒノキ

529-1 049 054 ヒノキ7

スギ

021 0.06 浜246 2020.11 8年 〃 〃 〃560 04910 スギ

8年 〃 〃 〃 浜3

12 平原乙字拂畠 1287-25 040

浜2

保安林 浜2

保安林 浜2

34 2020.11 8年 〃

2020.11 8年 〃 〃 〃

8年 〃 〃 〃

〃 〃

34 2020.11

保安林

42

原野 浜2

〃 〃

42
44

2020.11

42 2020.11 8年 〃 〃 〃

8年 〃 〃 〃

〃
スギその
他広葉

42
36

2020.11 8年

〃〃

739-25

42-1

050

048

050952-1

8年

林班 小班 地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

浜2

山林 浜2

370-2 010

021 ヒノキ 50 2020.11 8年山林

012
スギその
他広葉

42
44

2020.11 8年

005

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき

金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲にＤを
支払うべき時
期、相手方及

び方法

備考

1.55

0.08

0.46

1.37

0.70

0.30

0.50

0.19

0.02

0.26

地番所　在番号

浜1

原野 浜1

山林 浜1

別添1の①参照 別添2の①参照 別添3参照

〃 〃 〃

〃
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